
 
 
 
 
 
 

小規模事業者等（注１、注２、注３、注４）が、地域の商工会の助言等を受け

て経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の２

／３を補助します。 

補助上限額：５０万円（注５、注６、注７）。また、公募開始後、通年で受付

を行い、約４か月ごとに受付を締め切って、受付回ごとに審査・採択を行いま

す（注８）。 

商工会では申請書作成支援を行いますので、申請をお考えの事業所はお早目の

ご連絡をお願いいたします。 

◇募集期間 

受付開始：2020 年３月１３日(金) 

受付締切 

第１回締切 2020 年 ３月３１日（火）【締切日当日消印有効】 

第２回締切 2020 年 ６月 ５日（金）【締切日当日消印有効】 

第３回締切 2020 年１０月 ２日（金）【締切日当日消印有効】 

第４回締切 2021 年 ２月 ５日（金）【締切日当日消印有効】 
※第５回受付締切以降については、今後、改めてご案内いたします。 

（注１）小規模事業者とは「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者（会社＜企業組

合・協業組合を含む＞および個人事業主）」であり、常時使用する従業員の数が２０人以下（商業・サービス業（宿

泊業・娯楽業を除く）に属する事業を主たる事業として営む者については５人以下）の事業者です。 
（注２）「商工業者」には、医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみである個人農業者等は該当しませ

ん。 
（注３）上記の小規模事業者のほか、一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象となり得ます（詳細は公募要

領「２．補助対象者」等をご覧ください。） 
（注４）商工会・商工会議所の会員、非会員を問わず、応募可能です。 
（注５）補助対象経費７５万円の支出の場合、その２／３の５０万円を補助します。同様に、補助対象経費６０万円

の支出の場合は、その２／３の４０万円が補助金額となります。また、補助対象経費９０万円の支出の場合には、

その２／３は６０万円となりますが、補助する金額は、補助上限額である５０万円となります。 
（注６）産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者に

ついては、補助上限額が１００万円に引き上がります。 
（注７）原則として、個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業も応募

可能です。その際には、補助上限額が１００万円～５００万円となります（連携する小規模事業者等の数により異な

ります）。 
（注８）受付開始および複数回の応募受付締切スケジュール（一部予定）は、以下のとおりです。 

令和元年度補正 

小規模事業者持続化補助金（一般型） 

     公募開始されました。 



◇本事業の概要 

・小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人（以下「小規模事

業者等」という。）が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方

改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等）等に対応するた

め、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助すること

により、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展

を図ることを目的とします。 

・本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等

の地道な販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化の取組を支援するた

め、原則５０万円を上限に補助（補助率：２／３）するものです。 

・今回の公募にあたっては、政策上の観点から、 

①新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けながらも販路開拓等に

取り組む事業者 

②賃上げに取り組む事業者 

③計画的に事業承継に取り組む事業者 

④経営力の向上を図っている事業者 

⑤地域の特性・強みを生かして高い付加価値を創出し、地域経済への影響力が

大きく、その担い手となりうる事業に取り組むことが期待される企業として経

済産業省が選定した事業者等 

⑥過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者 

への重点的な支援を図ります。 

・計画の作成や販路開拓等の実施の際、商工会の指導・助言を受けられます。 

 

 ※公募要領は福島県商工会連合会ホームページに掲載されております。 

 

 【福島県商工会連合会ホームページ】 

  http://www.f.do-fukushima.or.jp/ 

 

 

 


